
◎
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
法
律
第
一
二
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
四
日
・
衆
議
院
地
方
創
生

に
関
す
る
特
別
委
員
会

）

○
石
破
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
法
案
及
び
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ

の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
再
生
は
、
地
域
の
知
恵
を
生
か
し
た
自
主
的
、
自
立
的
な
取
り
組

み
を
国
が
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
活
力
の
源
泉
で
あ
る
地
域

の
活
力
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
、
全
国
各
地
で

創
意
工
夫
に
あ
ふ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。政

府
と
し
て
は
、少
子
高
齢
化
が
進
展
し
、人
口
の
減
少
が
続
く
中
で
、

地
域
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
域
産
業
の

成
長
及
び
雇
用
の
維
持
、
創
出
を
早
急
に
対
応
す
べ
き
重
要
課
題
と
し
て

位
置
づ
け
、
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
地
方
公
共
団
体
の
声
を
聞
き
つ

つ
、
国
の
地
域
活
性
化
施
策
の
制
度
改
善
に
向
け
た
所
要
の
検
討
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
般
、
こ
れ
ら
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
地
域
活
性
化
関
連
の
計
画
の

認
定
等
に
つ
い
て
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
提
案
等
に
対
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
一
元
的
に
対
応
す

る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
応
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
が
関
係

省
庁
間
を
調
整
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
省
庁
が
一

体
と
な
っ
て
、
意
欲
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
主
体
的
な
取
り
組
み
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
地
域
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共

団
体
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
、
地
域
再
生
の
推
進
の
た
め
に
政
府

が
講
ず
べ
き
新
た
な
措
置
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
等
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
地
域
再
生
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
も
っ
て
、

当
該
特
定
事
業
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
等
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
す
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
域
再
生
計
画
の
認
定
を
受
け
た
地
方

公
共
団
体
が
当
該
計
画
を
実
施
す
る
際
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
に

地
域
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す
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応
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機

関
の
長
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

第
四
に
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置

と
し
て
、
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に
基

づ
く
農
地
等
の
転
用
等
の
許
可
の
特
例
を
追
加
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
案
及
び
地
域
再
生
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
六
日
）

○
鳩
山
邦
夫
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果

を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
内
閣
提
出
の
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地

域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
域
再
生

計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
政
府
が
講

ず
べ
き
新
た
な
措
置
に
関
す
る
提
案
制
度
を
創
設
す
る
ほ
か
、
認
定
地
域

再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
の
追
加
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

内
閣
提
出
の
両
法
律
案
は
、
去
る
十
月
十
四
日
、
本
会
議
に
お
い
て
趣

旨
説
明
及
び
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
石
破

国
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
翌
十
五
日
か
ら
質
疑
に
入

り
ま
し
た
。

二
十
二
日
に
は
徳
島
県
に
お
い
て
地
方
公
聴
会
を
開
催
し
、
三
十
日
に

は
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
い
、
三
十
一
日
に
は
安
倍
内
閣
総
理
大

臣
の
出
席
を
求
め
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

十
一
月
四
日
に
は
馬
淵
澄
夫
君
外
七
名
提
出
の
法
律
案
が
本
委
員
会
に

付
託
さ
れ
、
昨
五
日
、
提
出
者
馬
淵
澄
夫
君
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴

取
し
た
後
、
各
法
律
案
を
一
括
し
て
質
疑
を
行
い
、
質
疑
を
終
局
い
た
し

ま
し
た
。

質
疑
終
局
後
、
内
閣
提
出
の
両
法
律
案
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
次
世
代
の

党
提
案
に
よ
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
聴
取

い
た
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
各
法
律
案
及
び
両
修
正
案
を
一
括
し
て
討
論
を
行
い
、
順
次

地
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律
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採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
馬
淵
澄
夫
君
外
七
名
提
出
の
法
律
案
に
つ

い
て
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
内
閣
提

出
の
両
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
の
党
提
案
に
係
る
両
修
正
案
は
賛

成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
一
日
）

○
関
口
昌
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地
域
再
生
計
画

の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
提
案
制
度
を
創

設
す
る
ほ
か
、
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
基
づ
く
農
地
等

の
転
用
の
許
可
の
特
例
並
び
に
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
の
手
続

の
特
例
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
安
倍

内
閣
総
理
大
臣
の
出
席
を
求
め
る
と
と
も
に
、
石
破
国
務
大
臣
等
に
対
し

て
質
疑
を
行
っ
た
ほ
か
、
群
馬
県
に
委
員
を
派
遣
し
て
の
地
方
公
聴
会
を

行
い
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
け
る
主
な
質
疑
の
内
容
は
、
人
口
減
少
社
会
の
克
服
に
向

け
た
新
た
な
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
構
築
、
税
制
・
財
政
面
の
取
組
の
必
要

性
、
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
る
東
京
一
極
集
中
の
是
正
、
地
域
活
性
化
に

お
け
る
農
林
漁
業
分
野
に
期
待
さ
れ
る
役
割
等
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
を
省
略
し
て
、
直
ち
に
採
決
に
入
る
こ
と
の
動

議
が
提
出
さ
れ
、
本
動
議
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
順
次
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

七
四


